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地域における受入環境整備促進事業補助金交付要領 

平成２８年４月１１日 国 総 支 第 ３ 号  

国鉄都第６号－２ 

国 鉄 事 第 １ ０ 号  

国 自 旅 第 ６ 号  

国 海 内 第 ３ 号  

観 観 産 第 ２ 号  

観 参 第 ７ 号  

平成２８年６月１０日 国 総 支 第 ２ ４ 号  

国 総 物 第 １ ７ 号  

国 鉄 総 第 ４ ９ 号  

国 鉄 都 第 ３ ７ 号  

国 鉄 事 第 ７ １ 号  

国 自 旅 第 ４ ８ 号  

国 海 内 第 ２ ８ 号  

国 港 産 第 ２ ７ 号  

国空ネ企第３３号  

国空事第１０８８号  

観 参 第 ５ ０ 号  

平成２８年１１月２８日 国 総 支 第 ４ ４ 号  

国 総 物 第 ６ ５ 号 

国鉄総第１８５号 

国 鉄 都 第 ７ ４ 号 

国鉄事第１９９号 

国自旅第２０９号 

国海内第１０８号 

国港総第３０３号 

国空ネ企第１２３号 

国空事第４４６４号 

観 参 第 １ ８ ７ 号 

平成２９年３月１５日 国 総 支 第 ６ ２ 号 

国総物第１０２号 

国鉄総第２９７号 

国鉄都第１３３号 

国鉄事第３２０号 

国自旅第３７７号 

国海内第１７２号 

国港総第４９２号 

国空ネ企第１７０号 

国空事第７２５３号 

国 空 環 第 ７ ９ 号 

観 参 第 ２ ６ ７ 号 

平成３０年３月２８日 国 総 支 第 ６ ４ 号 

国総物第１４５号 

国鉄総第３２７号 

国鉄都第１７９号 
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国鉄事第２５８号 

国自旅第２９６号 

国海内第１８９号 

国港総第５９９号 

国空事第１０７４号 

国空業第１６７号 

観観産第８３１号 

観 参 第 ２ ９ ６ 号 

平成３０年１０月 4日 国鉄総第２０２号 

国自旅第１６０号 

国 海 内 第 ６ ７ 号 

国港総第３４５号 

国空事第８２８号 

国官参空第２４号 

観 参 第 ２ ７ １ 号 

平成３１年 2月１９日 国 総 支 第 ４ ４ 号 

国鉄総第３４５号 

国自旅第２３１号 

国海内第２０８号 

国空事第１４８３号 

国官参空第６４号 

観観産第６４２号 

観 参 第 ６ ０ ４ 号 

平成３１年４月２６日 国 総 支 第 １ ６ 号 

国 総 物 第 １ ５ 号 

国 鉄 総 第 ４ ７ 号 

国 鉄 都 第 ４ ２ 号 

国 鉄 事 第 ４ ５ 号 

国 自 旅 第 ３ ３ 号 

国 海 内 第 ２ ４ 号 

国 港 総 第 ６ ３ 号 

国空事第１４１号 

国官参空第１３号 

観 観 産 第 ２ ３ 号 

観 参 第 １ ０ ７ 号 

令和元年６月２５日 観 参 第 ２ ８ ７ 号 

令和２年２月１３日 観観産第７４７号 

観参第１０１３号 

令和２年３月３０日 国 総 地 第 ７ ２ 号 

国総物第６９５号 

国鉄総第４７５号 

国鉄都第２３１号 

国鉄事第４３６号 

国自旅第３１８号 

国海内第１２３号 

国港総第６９２号 

国官参空第１０３号 
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観観産第９２９号 

観参第１２１１号 

令和２年４月７日 国 総 地 第 ４ 号 

国 鉄 総 第 ３ 号 

国 鉄 都 第 １ ７ 号 

国 鉄 事 第 ５ 号 

国 自 旅 第 ２ 号 

国 海 内 第 ３ 号 

国 海 外 第 ２ 号 

国 港 総 第 ６ 号 

国 官 参 空 第 ２ 号 

観 観 産 第 ３ 号 

観 参 第 ５ 号 

令和２年７月３日 国 総 地 第 ３ ９ 号 

国 総 モ 第 ２ ０ 号 

国 鉄 都 第 ５ ５ 号 

国鉄事第１０５号 

国 自 旅 第 ８ ５ 号 

国 海 内 第 ３ １ 号 

国 海 外 第 ７ ２ 号 

国官参空第４７号 

観観産第２３２号 

観 参 第 ３ ５ ５ 号 

令和２年１１月５日 国 総 地 第 ７ ９ 号 

国 総 モ 第 ７ ６ 号 

国鉄総第２７３号 

国鉄都第１２２号 

国鉄事第３１４号 

国自旅第２６６号 

国海内第１７５号 

国海外第１８１号 

国港総第４０４号 

国空総第６６９号 

観観産第１３２５号 

観 参 第 ７ ８ ２ 号 

令和３年３月 2 日 国総地第１０１号 

国鉄総第３９９号 

国鉄都第１８８号 

国鉄事第６７１号 

国自旅第４２８号 

国海内第２１１号 

国海外第２８５号 

国港総第６２４号 

国空総第１０５５号 

観観産第１８６６号 

観参第１１２８号 

令和３年３月３０日 国総地第１１７号 
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国鉄総第４７３号 

国鉄都第２７４号 

国鉄事第８３６号 

国自旅第４９３号 

国海内第２３０号 

国海外第３１６号 

国港総第７７０号 

国空総第１１７１号 

観観産第２０４６号 

観参第１２７１号 

令和４年２月８日 国 総 地 第 ５ ９ 号 

国 総 モ 第 ７ ７ 号 

国 総 物 第 ８ ３ 号 

国鉄総第３５９号 

国鉄都第１４２号 

国鉄事第６１３号 

国鉄施第３１７号 

国自旅第４５０号 

国海内第２５４号 

国海外第３６８号 

国港総第５８８号 

国空総第１０６５号 

観観産第３２０号 

観 参 第 ６ ２ ４ 号 

令和４年３月２２日 国 総 地 第 ８ １ 号 

国鉄総第４３３号 

国鉄都第２０１号 

国鉄事第６９４号 

国自旅第５２１号 

国海内第３０３号 

国海外第４１１号 

国港総第６７９号 

国空総第１２５９号 

観観産第４４４号 

観 参 第 ７ ５ ３ 号 

令和５年２月８日 国 総 地 第 ８ ４ 号 

国総モ第１００号 

国鉄総第３９５号 

国鉄都第１３６号 

国鉄事第６３０号 

国鉄施第２５３号 

国自旅第４２１号 

国海内第１２０号 

国海外第３６５号 

国港総第６０３号 

国空総第１０６９号 

観観産第４８２号 
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観 参 第 ６ ３ ２ 号 

令和５年３月２８日 国総地第１０２号 

国鉄総第４７７号 

国鉄都第２１０号 

国鉄事第８１１号 

国自旅第５２１号 

国海内第２３８号 

国海外第４３８号 

国港総第７２４号 

国空総第１２８７号 

観観産第５５８号 

観 参 第 ７ ３ ３ 号 

令和６年１月１１日 国総地第１０７号 

国鉄事第５５５号 

国自旅第２３０号 

観参第１２０１号 

令和６年１月１５日 国空総第８９９号 

観観産第２２５５号 

観参第１４３０号 

令和６年３月２９日 国総地第１５４号 

国鉄総第４１１号 

国鉄都第２１５号 

国鉄事第９７ 8 号 

国自旅第４２０号 

国海内第２０６号 

国海外第７０５号 

国港総第８０７号 

国空総第１１９０号 

観観産第２８５６号 

観参第１７３９号 

令和７年１月２８日 国空総第８８０号  

観観産第５０９号 

観 参 第 ５ ９ １ 号 

観 参 第 ５ ８ ７ 号 

令和７年３月３１日 国総地第２２９号  

国総モ第１０５号  

国鉄総第５５８号  

国鉄都第２３９号  

国鉄事第６４０号  

国自旅第３４７号  

国海内第２９２号  

国海外第７４２号  

国港総第７８５号  

観 参 第 ７ ３ ８ 号  

 

 

 



6 
 

 

この交付要領は、地域における受入環境整備促進事業補助金交付要綱（令和７年３月３１日 国総地第２２

８号、国総モ第１０４号、国鉄総第５５７号、国鉄都第２３８号、国鉄事第６３９号、国自旅第３４６号、

国海内第２９１号、国海外第７４１号、国港総第７８４号、観参第７３７号。以下「交付要綱」という。）

のほか、地域における受入環境整備促進事業補助金の交付等地域における受入環境整備促進事業の実施に当

たって必要な事項を定める。 

 

※本資料は、持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業の抜粋版となります。 

 

Ⅳ．持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業 
１．共通事項 
①持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備計画の策定について 
１）持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備計画（以下「整備計画」という。）の策定者（以下「整
備計画策定者」という。）は、整備計画の策定に当たっては、以下の点に留意するものとする。 
・計画の目標は、持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業の実施によって達成しようとする
目標（以下「成果目標」という。）とすること。 

・計画の目標の実現状況等を評価するための定量的な指標（以下「評価指標」という。）が適切に設
定されており、これにより持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業の評価が適切に行うこ
とができるものとなっていること。 

・成果目標及び評価指標の設定内容に対して持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業の構
成が妥当であること。 

・持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業が、一定の期間内に重点的、効果的かつ効率的に
行われる必要があり、早期に事業効果の現れるものであること。 

２）整備計画策定者は、交付要綱第９８条第１項の規定に基づく整備計画の提出に当たっては、あらか
じめ、整備計画に記載された持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業を実施する者から、事
業ごとに要望を取りまとめた上で、地方運輸局等へ提出する。 

３）地方運輸局長等は、交付要綱第９８条第１項の規定により整備計画策定者から整備計画の提出を受
けたときは、要望書及び当該整備計画の内容を精査すると共に、これらについて記載内容の齟齬がな
いか等について確認を行った上で、当該整備計画を観光庁長官に進達するものとする。 

４）観光庁長官は、整備計画を認定したときは、地方運輸局長等を経由して、当該整備計画を提出した
整備計画策定者に対し、その旨を通知するものとする。 

 
②事業実施計画の策定について 
１）地方運輸局等は、整備計画に記載された事業を含む事業実施計画書を作成し、観光ビジョン推進地
方ブロック戦略会議に設置される観光対策等ワーキンググループに諮ることとする。 

２）同ワーキンググループにおいて事業実施計画案が了承され、交付要綱第９８条第２項の規定による
認定を受けた後、整備計画に記載された事業を実施する者に対して、地方運輸局等を通じて補助金額
等が内示される。 
整備計画に記載された事業を実施する者は、内示後に交付要綱第１０１条の規定に基づき、補助金

交付申請書を地方運輸局等に提出する。 
 

２．補助事業等 
交付要綱第２条第４号に定める持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業について補助の対象

となる事業は、下記に掲げる事業とする。 
（１）地域資源の保全・活用に関する整備 

①補助対象事業 
１）自然保護のための保護柵、遊歩道等の整備 
２）景観に配慮した工作物の整備 
３）光害防止のための照明の整備 
４）バイオトイレ等の整備 
５）ペットボトル削減のための給水機等の整備 
６）国際認証・表彰等を受けた地域の地域資源の保全・活用に資する整備 

 
②補助対象外経費 
以下の経費は補助対象としない。 
・不動産の取得、賃借に要する費用 
・故障、老朽化等に対応するための機能の明確な向上を伴わない修理修繕、代替更新のみに要する
費用 

・光熱費、通信費、保険料、人件費等の事業実施後の設備維持、運営に関する経費 
・レンタル・リース契約に関する経費 
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・工事等に要する設計費のうち、基本設計に係る経費 
・イベント等による一時的な設置のための経費（但し、常設又は一定期間定期的に設置される場合
には補助対象とする。） 

・消耗品費 
上記以外の補助対象外経費については、整備ごとに記載する。 

 
③成果物の提供について 
本補助事業において作成した成果物の著作権については、原則として補助対象事業者に帰属させる

こととし、観光庁及び第三者の求めに応じて提供できるようにすること。 
 
④環境への配慮 
本補助事業は持続可能な観光の促進に資する整備を目的としていることから、事業の執行に当たっ

ては、環境に配慮した製品を使用するように努めること。 
 

１）自然保護のための保護柵、遊歩道等の整備 
①基本的な考え方 
整備計画区域内において、観光客と動植物の接触を減らし、動植物を保護することを目的とする。 

 
②補助対象要件 
保護柵、遊歩道等を整備することを要件とする。 
ただし、以下の施設は補助対象外とする。 
・商業施設、劇場、レジャー施設、遊技場、その他これらに類する営利目的の施設内 
・国管理の施設 
 
③補助対象経費 
以下の設備等の購入・設置に要する費用を補助対象とする。 
ア）本工事費 
保護柵、遊歩道等の整備に必要な設備の購入・設置に要する費用 
・保護柵、ネット 
・電気柵 
・遊歩道 等 

イ）附帯工事費 
保護柵、遊歩道等の整備に直接要した費用で、本工事を実施するための解体費、本工事を実施す

るための解体費、撤去費等の費用 
ウ）事務費 
工事等に要する設計費及び工事管理費 

エ）その他 
保護柵、遊歩道等の整備に付随するもの 
・電気柵の整備に附随する危険表示板 
・手すり 等 

 
④補助対象外経費 
以下の経費は補助対象としない。 
・舗装等の周囲整備に係る経費 
・管理委託費 等 

 
２）景観に配慮した工作物の整備 

①基本的な考え方 
整備計画区域内において、歴史的建築物や農漁村、都市の景観を保護することを目的とする。  

 
②補助対象要件 
既存の景観に調和しない物を覆う工作物を整備する、又は工作物を取り替えることを要件とする。 
ただし、以下の施設は補助対象外とする。 
・商業施設、劇場、レジャー施設、遊技場、その他これらに類する営利目的の施設内 
・国管理の施設 

 
③補助対象経費 
補助対象経費については、以下のとおりとする。 
ア）本工事費 
景観に配慮した工作物の購入・設置に要する費用 
・自動販売機やコーンなどを覆う木枠、木箱 
・景観に配慮した看板への取り替え 等 

イ）附帯工事費 
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景観に配慮した工作物の整備に直接要した費用で、本工事を実施するための解体費、撤去費等の
費用 
ウ）事務費 
工事等に要する設計費及び工事管理費 

エ）その他 
景観に配慮した工作物の整備に付随するもの 

 
④補助対象外経費 
以下の経費は補助対象としない。 
・既存の建物、工作物の修繕に係る経費 
・舗装等の周囲整備に係る経費 
・管理委託費 等 

 
３）光害防止のための照明の整備 
①基本的な考え方 
整備計画区域内において、星空観光や動物の生態系の保全のために、光害を防止することを目的と

する。 
 
②補助対象要件 
光害防止に資する照明の整備をすることを要件とする。 
ただし、以下の施設は補助対象外とする。 
・商業施設、劇場、レジャー施設、遊技場、その他これらに類する営利目的の施設内 
・国管理の施設 

 
③補助対象経費 
補助対象経費については、以下のとおりとする。 
ア）本工事費 
光害防止のための照明の購入・設置に要する費用 
・足下のみを照らす照明 
・下方部のみに光る街灯 
・センサー式スマート街路灯 等 

イ）附帯工事費 
光害防止のための照明の整備に直接要した費用で、本工事を実施するための解体費、本工事を実

施するための解体費、撤去費等の費用 
ウ）事務費 
工事等に要する設計費及び工事管理費 

エ）その他 
光害防止のための照明の整備に付随するもの 
・遮光板 等 

 
④補助対象外経費 
以下の経費は補助対象としない。 
・舗装等の周囲整備に係る経費 
・管理委託費 等 

 
４）バイオトイレ等の整備 
①基本的な考え方 
整備計画区域内において、観光客のトイレ事情における利便性の向上と自然環境の保全を目的とす

る。 
 
②補助対象要件 
環境に配慮したし尿処理技術を備えたトイレの整備であることを要件とする。 
ただし、以下の施設は補助対象外とする。 
・商業施設、劇場、レジャー施設、遊技場、その他これらに類する営利目的の施設内 
・国管理の施設 

 
③補助対象経費 
補助対象経費については以下のとおりとする。 
ア）本工事費 
バイオトイレ等の購入・設置に要する費用 

イ）附帯工事費 
バイオトイレ等の整備に直接要した費用で、本工事を実施するための解体費、撤去費等の費用 

ウ）事務費 
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工事等に要する設計費及び工事管理費 
エ）その他 
バイオトイレ等の整備に附随するものとする。 
・洗面台 
・照明 
・温水便座 
・バリアフリー設備 等 

 
④補助対象外経費 
以下の経費は補助対象としない 
・躯体工事に係る経費 
・舗装等の周囲整備に係る経費 
・管理委託費 等 

 
５）ペットボトル削減のための給水機等の整備 
①基本的な考え方 
整備計画区域内において、観光客によるペットボトルゴミの削減及びマイボトルの利用促進を目的

とする。 
 

②補助対象要件 
観光客が利用しやすいスポットに給水機等を整備することを要件とする。 
ただし、以下の施設は補助対象外とする。 
・商業施設、劇場、レジャー施設、遊技場、その他これらに類する営利目的の施設内 
・国管理の施設 

 
③補助対象経費 
補助対象経費については以下の通りとする。 
ア）本工事費 
ペットボトル削減のための給水機の購入・設置に要する費用 
・ウォーターサーバー 
・冷水機 等 

イ）附帯工事費 
ペットボトル削減のための給水機の整備に直接要した費用で、本工事を実施するための解体費、
撤去費等の費用 

ウ）事務費 
工事等に要する設計費及び工事管理費 

エ）その他 
ペットボトル削減のための給水機の整備に附随するものとする。 
・水道メーター 
・案内板 
・本整備を周知するための HP等の整備（多言語による整備も含む） 等 

 
④補助対象外経費 
以下の経費は補助対象としない。 
・紙コップを使用するウォーターサーバーに係る経費 
・舗装等の周囲整備に係る経費 
・管理委託費 等 

 

６）国際認証・表彰等を受けた地域の地域資源の保全・活用に資する整備 

①基本的な考え方 

整備計画区域内において、地域資源の保全・活用を目的とする。 
 
②補助対象要件 
以下の事項を要件とする。 

・補助対象事業者が持続可能な観光に関連した国際認証・表彰制度 Green Destinations（GD）、 

または、Best Tourism Villages(BTV)の認証・表彰を受けている 

・補助対象事業１）～５）を除く地域資源の保全・活用に資する面的な受入環境整備・施設改修で

ある 

 

③補助対象経費 
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地域資源の保全・活用に資する面的な受入環境整備・施設改修に要する費用 

 

④補助対象外経費 
以下の経費は補助対象としない。 
・不動産の取得、賃借に要する経費 
・光熱費、通信費、保険料、人件費等の事業実施後の設備維持、運営に関する経費 
・レンタル・リース契約に関する経費 
・工事等に要する設計費のうち、基本設計に係る経費 
・イベント等による一時的な設置のための経費（但し、常設又は一定期間定期的に設置される場 
合には補助対象とする。） 

・消耗品費 
・プロモーション費 
・コンテンツ造成費 等 

 

（２）オーバーツーリズムの未然防止・抑制に資する整備 
①補助対象事業 
１）地域における受入環境の整備・増強整備 
２）需要の適切な管理に必要な整備 
３）需要の分散・平準化に必要な整備 
４）マナー違反行為の防止・抑制に必要な整備 
５）地域住民と協働した観光振興の取組 

 
②基本的な考え方 
持続可能な観光の推進に向けた、オーバーツーリズムの未然防止・抑制のための整備、取組である

ことを目的とする。 
 
③補助対象要件 
オーバーツーリズムの未然防止・抑制に資する整備とすることを要件とする。 

 
④補助対象経費 
オーバーツーリズムの未然防止・抑制に資する整備に要する費用 

 
⑤補助対象外施設 
以下の施設は補助対象としない。 
・商業施設、劇場、レジャー施設、遊技場、その他これらに類する営利目的の施設 
・国管理の施設 

 
⑥補助対象外経費 
以下の経費は補助対象としない。 
・不動産の取得、賃借に要する経費 
・故障、老朽化等に対応するための機能の明確な向上を伴わない修理修繕、代替更新のみに要する
経費 

・法令又は条例等において義務化されている設備等の導入に係る工事費 
・光熱費、通信費、保険料、人件費等の事業実施後の設備維持、運営に関する経費 
・レンタル・リース契約に関する経費 
・工事等に要する設計費のうち、基本設計に係る経費 
・管理委託費 
・イベント等による一時的な設置のための経費（但し、常設又は一定期間定期的に設置される場合
には補助対象とする。） 

・特典としてのポイント付与や料金割引のための経費 
・コミュニティファンド等への初期投資（シードマネー）、出資金 
・導入費に含まれないシステム等の利用費（保守費・運用費・維持費・サブスクリプション等） 
・消耗品費 
・プロモーション費 
・観光コンテンツ造成費 等 
 
⑦成果物の提供について 
本補助事業において作成した成果物の著作権については、原則として補助対象事業者に帰属させる

こととし、観光庁及び第三者の求めに応じて提供できるようにすること。 
 
⑧環境への配慮 
本補助事業は持続可能な観光の促進に資する整備を目的としていることから、事業の執行に当たっ
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ては、環境に配慮した製品を使用するように努めること。 

 

Ⅶ．事業評価について 

１．事業評価の実施 

①自己評価（一次評価） 

交通サービスインバウンド対応支援事業及び持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業につい

ては、毎年度、補助対象事業者自らによる事業の実施状況の確認、評価（以下「自己評価」という。）を

行い、当該自己評価の結果を、交付要綱に規定する完了実績報告書に添付して、それぞれ補助対象事業者

から、地方運輸局等に報告する。 

 

②二次評価 

１）実施対象 

交通サービスインバウンド対応支援事業及び持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業につ

いては、地方運輸局等が自己評価（一次評価）等を基に二次評価を行うこととする。 

２）実施方法 

二次評価を実施する際には、当該評価の客観性・妥当性を担保するため、地方運輸局等に各担当部長

等及び観光ビジョン推進地方ブロック戦略会議からなる評価委員会を設置することとし、当該委員会

においては、地方運輸局等が作成した二次評価案について審議する。地方運輸局等においては、その結

果を踏まえて評価を実施することとする。 

なお、二次評価案は訪日外国人旅行者数の推移、事業実施計画における施策の進捗状況等を記載す

るものとする。 

地方運輸局等は、補助対象事業者に対して当該二次評価結果を通知するとともに、必要に応じて、事

業計画の見直し等を求め、補助対象事業者では、二次評価の結果を踏まえ、必要に応じて後続事業又は

地域の取組等に反映させる。 

二次評価の結果を含む事業評価の結果について、補助金の交付を受けた会計年度の翌年度の５月末

までに、それぞれ地方運輸局等から国土交通省へ提出することとする。 

 

２．その他 

上記によることができない特段の事情がある場合は、国及び補助対象事業者において必要な調整を行い、

適切に対応することとする。 

 


